
 

全国各地の魅力的な文化財活用推進事業国庫補助要項 

 

平成３１年４月１日 

文 化 庁 長 官 決 定 

令和２年４月１日 

令和３年４月１日 

令和６年７月１１日 

令和７年４月１日 

令和８年４月１３日 

改 正 

 

 

１．趣旨 

  この要項は、文化資源活用事業費補助金（全国各地の魅力的な文化財活用推進事業）交付要綱

（平成３１年４月１日文化庁長官決定）に基づき、外国人観光客の顕著な増加が見込まれる地域

で行われる全国各地の魅力的な文化財の活用の推進に必要な経費について、国が行う補助に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２．補助事業者 

補助事業者は、所有者、管理団体、地方公共団体、民間事業者またはこれらによって構成され

る協議会等とする。 

 

３．補助対象事業 

補助対象となる事業は、次の全てを満たす事業とする。 

（１）国指定等文化財（世界文化遺産、日本遺産を含む。）又は歴史的風致形成建造物（以下「国

指定等文化財等」という。）を核として当該文化財を高付加価値化し、活用から保存への再投

資を図ることによって持続可能な保存・活用の好循環を創出する事業とし、明細は別紙１のと

おりとする。 

（２）核となる国指定等文化財等は、次の①から③までに該当するものとして観光振興事業費補

助金交付要領別表で定める市区町村、又は訪日外国人旅行者の来訪が増加することが見込ま

れ、受入環境整備の必要性が特に認められる市区町村に存するものとする。 

①訪日外国人旅行者の来訪が多い市区町村  

②世界遺産、日本遺産、国営公園、国立公園満喫プロジェクトを実施している国立公園又は

重要伝統的建造物群保存地区等が所在する市区町村  

③国際的なイベント等の開催を予定している市区町村  

（３）訪日外国人観光客の入り込み数の目標値及び計測方法を設定していること。ただし、有識者

により訪日外国人観光客の入り込み数の目標値及び計測方法の妥当性を検証し、適当でないも

のについては、目標値修正等のうえ条件付き採択を行うこととする。 

（４）Wifi、多言語、キャッシュレス対応や洋式トイレ等の受け入れ環境の整備が出来ている又は

事業年度中に整備する計画があることとする。 

 

４．補助対象経費 

  補助対象となる経費は、国指定等文化財等を高付加価値化し、活用から保存への再投資を図る

ことによって持続可能な保存・活用の好循環を創出するための取組にかかる経費とし、その明細

は別紙２のとおりとする。 

  

５．補助金の額 

補助金の額は、1 件あたり 400 万円以下の部分については定額補助とし、400 万円を超える部

分については補助対象経費の５０％を限度とする。最低事業費は 600 万円とする。 

ただし、持続的な実施によって観光客の増加及び満足度の向上に高く寄与すると認められる場

合において、補助事業者の財政状況、事業の集中投下及び事業の遂行による収入額等を総合的に

勘案し、特に必要と認められる場合には、予算の範囲内で補助金の額を調整することができる。 



ただし、補助対象経費の６５％を上限とする。 

特に必要と認められる調整の要件は、以下のとおりとする。 

（１）文化財保存活用地域計画（文化財保護法第 183 条の３第５項の規定による認定を受けたもの）、

歴史文化基本構想又は歴史的風致維持向上計画（地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する法律第５条第８項の規定による認定を受けたもの）を策定している地方公共団体の域内に

おいて実施される事業である場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 

 

（２）補助事業者の財政規模が一定の割合である場合には、次に掲げる補助率の加算を行うことが

できる。 

 （ア）地方公共団体の場合＝財政力指数が０．５以下：１０％加算 

※ 財政力指数＝地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２１条の規定により算定し

た基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数

値の過去３年間の平均値 

 （イ）民間団体の場合＝事業規模指数が０．１以上：１０％加算 

※ 事業規模指数＝補助対象となる総事業費／補助事業者の財政規模 

※ 当該補助事業者の財政規模 

１）団体の場合＝当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前３会計年度の平均収入額 

        実績がない場合は当該年度の収入見込額 

２）個人の場合＝前年分の収入額（前年分の収入額が未確定の場合は前々年分の収入額） 

 

（３）協議会等に、観光庁の観光地域づくり法人の登録制度により登録された登録観光地域づくり

法人（登録ＤＭＯ）が参加している場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。 

 

（４）文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律（令和２年法律第

１８号）の認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業又は当該事業と連携して実施する

ことを計画している事業である場合には、補助率に５％の加算を行うことができる。なお，本

項目を適用する場合は（３）を適用しない。 

  

６．その他 

 事業期間及び事業終了後４年間は、毎年度、外国人観光客入れ込み数の現状値、目標値及び目標

値に対する達成度（見込みを含む）を確認し、成果を検証する。また、目標未達の場合には、原因

を分析し、目標を達成するための改善策を提出するとともに、当該改善策を実行することとする。 

 

附 則（令和６年７月１１日） 

この要項は、令和６年７月１１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和８年４月１３日） 

この要項は、令和８年４月１３日から適用する。なお、この要綱の施行前に改正前の要綱に

基づき交付された補助金については、従前の例による。 

 

  



 

（別紙１） 

区 分 内 容 

(１)調査 ・ターゲットについての調査 

・歴史資料等の調査、観光戦略の策定 

・事例調査 等 

(２) コンテンツ造成 ・ワークショップ、協議会等の開催 

・コンテンツの企画・造成 

・実施、演出プランの策定 

・運営プランの検討、運営マニュアルの作成 

・コンテンツの商品化検討 等 

(３) 備品の制作・購入、 設備の導入 ・コンテンツの実施に必要な衣装、調度品、備品の制作・購入 

・コンテンツの実施に必要なＡＲ等のコンテンツ制作・機材購入 

・コンテンツの実施に必要な設備の導入 

解説ツールの制作、多言語対応 等 

(４) 実施のための準備 ・コンテンツの実施に関する実証 

・モニターツアーの実施 等 

(５) コンテンツの実施、販売 ・コンテンツの実施・検証 

・対外的な情報発信に必要な素材等の作成 

・宣伝プロモーション活動 等 

 

 

  



（別紙２） 

名
称 

対象経費の区分 項 目 目の細分 説 明 

全
国
各
地
の
魅
力
的
な
文
化
財
活
用
推
進
事
業 

 

国指定等文化財等を高

付加価値化し、活用か

ら保存への再投資を図

ることによって持続可

能な保存・活用の好循

環を創出する事業の実

施・検証に必要な経費 

 

 

事業費 

 

 

 

賃金 

 

 

 

共済費 

 

 

 

報償費 

 

 

 

 

 

旅費 

 

使用料及び借料 

 

 

役務費 

  

 

 

 

 

 

委託費 

 

請負費 

備品購入費 

原材料費 

需用費 

 

 

 

 

設備導入費 

 

非常勤事務員賃金 

資料整理賃金 

作業員賃金 

会場整理等賃金 

傷害保険料 

社会保険料 

 

 

会議出席謝金 

講師等謝金 

指導謝金 

原稿執筆謝金 

翻訳謝金 

〇〇謝金 

普通旅費 

費用弁償 

会場借料 

○○借料 

○○損料 

通信運搬費 

広告宣伝費 

〇〇保険料 

振込手数料等 

写真焼付料 

手数料 

雑役務費 

コンテンツ制作委託費 

○○委託費 

請負費 

備品購入費 

○○費 

消耗品費 

印刷製本費 

通信費 

郵送料 

会議費 

設備導入費 

 

臨時に雇用する場合のみ

〃 

〃 

〃 

ボランティア保険など 

本事業のために雇用された

賃金職員の事業主負担分

のみ 

 

   

補助事業者 

（構成員等を含む）は

対象外 

 

連絡旅費を含む 

 

 

 

 

 

 

輸送保険料、火災保険料等 

 

 

 

 

機械器具、展示品等 

 

 

 

 

単価が10万円未満(税込)のものに限る。 

報告書印刷費 

 

  

 

設備購入費、工事費、取り付け費等 

 

 

 

 

 

 


